
役員に関する規則 
 

第１章 総  則 

（目 的） 

第１条 この規則は、学校法人大阪学芸（以下「学園」という）の

理事および監事（以下「役員」という）の報酬、退職慰労金、

定年など役員の待遇に関する事項を定めたものである。 

 

第２章 役員の報酬 

（役員報酬の決定） 

第２条 役員の報酬は、社会水準および教員又は事務職員の給与と

のバランスを考慮して理事会で決定する。 

  ２ 常勤の役員の報酬は別表Ⅰのとおりとする。 

  ３ 非常勤役員の報酬は別表Ⅱのとおりとする。 

（役員報酬の表示） 

第３条 教員又は事務職員を兼ねない役員の報酬は原則として役員

報酬１本で表示する。 

 

第３章 役付手当 

（役付手当の適用範囲） 

第４条 役付手当は、在職中の専務理事及び常務理事に１ヵ月を単

位として支給する。 

  ２ 役付手当は、別表Ⅲのとおりとする。 

 

第４章 役員の退職慰労金 

（退職慰労金） 

第５条 役員の退職慰労金は、役員が退職するとき、その在任期間

中の功労に報いるために支給する。ただし、「退職金支給規則」

にもとづき退職金を受け取る役員については適用しない。 

（退職慰労金の決定基準） 

第６条 退職慰労金は、当該役員が在任した期間に応じて次の算式

によって得た額とする。 



〔 退職慰労金＝基本額×役位別在任期間×役位別支給係数 〕 

    在任期間に端数があるときは、月割りで計算する。１ヵ月

未満の端数は切り上げる。 

  ２ 基本額および役位別支給係数は、別表Ⅳのとおりとする。 

（功労金） 

第７条 在任中、特に功績のあった者には退職慰労金の他に記念品

を支給する。記念品の額は、理事会において決定する。 

（役員の任期） 

第８条 役員の任期は、寄附行為の定めに従い３年とする。 

（規則の改廃） 

第９条 この規則の改廃は、理事会の議決によって行う。 

（細 則） 

第 10 条 この規則に必要な細則は、常務会で定める。 



附  則 

 １ この規則は、平成６年４月９日より施行する。 

 ２ この規則は、平成６年９月９日より改訂施行する。 

 ３ この規則は、平成７年４月６日より改訂施行する。 

 ４ この規則は、平成１０年４月２１日より改訂施行する。 

 ５ この規則は、平成１２年１月２７日より改訂施行する。（別表Ⅲ） 

 ６ この規則は、平成１３年３月２８日より改訂施行する。（別表Ⅰ･Ⅱ） 

 ７ この規則は、平成１３年１１月２７日より改訂施行する。 

（理事長の定年延長） 

 ８ この規則は、平成１５年９月５日より改訂施行する。 

 ９ この規則は、平成１６年２月２１日より改訂施行する。 

１０ この規則は、平成１７年４月２３日より改訂施行する。 

１１ この規則は、平成１９年９月１日より改訂施行する。（別表Ⅰ･Ⅱ） 

１２ この規則は、平成２０年３月１日より改訂施行する。（別表Ⅳ） 

１３ この規則は、平成２０年４月１２日より改訂施行する。（別表Ⅱ） 

１４ この規則は、平成２３年４月１日より改訂施行する。（別表Ⅰ･Ⅱ） 

１５ この規則は、平成２７年１１月２１日より改訂施行する。 

１６ この規則は、平成２９年３月１８日より改訂施行する。 

１７ この規則は、令和３年１１月２０日より改訂施行する。 

１８ この規則は、令和４年９月３日より改訂施行する。



１：別表Ⅰ [常勤役員の報酬] 

役職名 報酬月額 

理 事 長 １，０８４，０００円 

学 園 長 １，０８４，０００円 

専 務 理 事 円 

常 務 理 事 ３３０，０００円 

２：別表Ⅱ [非常勤役員の報酬] 

役職名 報酬月額 

理 事 長 ８００，０００円 

理 事 ８０，０００円 

監 事 ８０，０００円 

３：別表Ⅲ [役付手当] 

 

 

 

 

４：別表Ⅳ [役員退職慰労金] 

 退職慰労金 ＝ Ａ × Ｂ × 勤続年数  

  Ａ 基  本  額   ３０，０００円 

  Ｂ 役位別支給係数 

理事長 
常 勤 ４０ 

非常勤 ２０ 

学 園 長（常 勤） ３８ 

専務理事（常 勤） ３０ 

校  長（常 勤） ３６ 

常勤の理事（教員兼務除く） ２０ 

非常勤理事 １０ 

監  事（非常勤） １０ 

役職名 報酬月額 

在職中の専務理事 １２０，０００円 

常 務 理 事 ９０，０００円 



評議員に関する規則 

（目 的） 

第１条 この規則は、学校法人大阪学芸（以下「学園」という）の

評議員の議長手当及び退任慰労金などの評議員の待遇に関す

る事項を定めたものである。 

（評議員会議長の手当） 

第２条 評議員会議長の手当は、別表Ⅰのとおりとする。 

（評議員の退任慰労金） 

第３条 評議員の退任慰労金は、当該評議員が在任した期間に応じ

て、別表Ⅱのとおり支給する。ただし、在職中の評議員には

適用しない。 

  ２ 在任期間に端数があるときは、月割りで計算する。１ヵ月

未満の端数は切り上げる。 

（規則の改廃） 

第４条 この規則の改廃は、理事会の議決によって行う。 

（細 則） 

第 5 条 この規則に必要な細則は、常務会で定める。 

 

附 則 

 １ この規則は、平成６年４月９日より施行する。 

 ２ この規則は、平成１６年２月２１日より改訂施行する。 

（退任慰労金の改訂） 

 ３ この規則は、平成１７年３月１１日より改訂施行する。 

（別規則制定） 

 ４ この規則は、平成２０年４月１日より改訂施行する。（別表Ⅰ･

Ⅱ改訂） 

 

 

 

 

 



別表Ⅰ [評議員会議長の手当] 

 

 

 

別表Ⅱ [評議員退任慰労金] 

 

議長手当（年額） ６０，０００円 

任期１年につき ６０，０００円 


